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い
わ
ゆ
る
唐
宋
嬰
革
の
歴
史
的
性
格
を
、
内
藤
湖
南
に
し
た
が
っ
て
、
貴
族
政
治
か
ら
君
主
猫
裁
政
治
へ
の
轄
換
と
と
ら
え
る
こ
と
は
、
大

践
に
お
い
て
異
論
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
貴
族
政
治
な
り
君
主
溺
裁
政
治
な
り
の
内
容
を
ど
う
理
解
す
る
か
と
い
う
こ
と

に
な
る
と
、
諸
説
紛
々
と
し
て
闘
す
る
所
を
知
ら
な
い
有
様
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
ま
た
、
唐
宋
製
革
の
理
解
の
仕
方
を
多
岐
に
わ
た

ひ
い
て
は
中
園
史
の
時
代
匡
分
の
上
で
、
読
の
大
き
な
相
違
を
生
ん
で
き
た
ゆ
え
ん
で
も
あ
ろ
う
。

ら
せ
、

い
ま
そ
の
こ
と
に
詳
し
く
燭
れ
る

し
か
し
、
貴
族
政
治
に
し
て
も
君
主
猫
裁
政
治
に
し
て
も
、
そ
の
基
底
に
は
、
嘗
時
に
お
け
る
人
聞
の
歴
史
的
な
諸
闘
係

が
横
た
わ
っ
て
い
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
わ
た
く
し
が
、
六
朝
の
貴
族
制
祉
舎
を
、
名
墓
家
の
人
格
を
中
心
に
形
づ
く
ら
れ
た

一
種

の
共
同
位
的
人
間
関
係
か
ら
把
え
よ
う
と
試
み
て
き
た
の
も
、
一
に
そ
う
し
た
見
地
か
ら
で
あ
っ
た
。

さ
て
、
六
朝
貴
族
制
を
そ
の
よ
う
に
把
え
る
と
し
て
、
そ
れ
で
は
そ
の
解
鰻
過
程
に
、
人
び
と
は
ど
の
よ
う
な
人
的
結
合
の
も
と
に
轄
換
期

を
生
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
は
こ
の
よ
う
な
問
題
を
基
本
関
心
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
問
題
を
考
え
る
手
が
か

い
と
ま
は
な
い
が
、



り
は
、
唐
宋
皿
変
革
研
究
の
今
日
ま
で
の
輝
か
し
い
成
果
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
必
ず
し
も
多
く
は
な
い
。

し
た
億
父
子
結
合
は
、
如
上
の
問
題
を
解
く
貴
重
な
手
が
か
り
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
そ
の
な
か
で
、
惰
唐
五
代
に
盛
行

最
も
早
い
時
期
に
、
こ
の
偲
父
子
結
合
の
意
義
に
注
目
し
た
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
欧
陽
備
の
『
五
代
史
記
』
巻
三
六
義
見
停
で
あ
る。

欧
陽
備
は
そ
の
俸
に
紋
し
て
言
う
。
「
鳴
呼
、
世
道
表
、
人
倫
壊
、
市
親
疏
之
理
反
其
常
、
干
支
起
於
骨
肉
、
異
類
合
馬
父
子
」
と
。
こ
れ
を

一
口
に
言
え
ば
、
世
道
人
倫
の
類
壊
と
い
う
こ
と
に
壷
き
る
で
あ
ろ
う
。
欧
陽
備
が
そ
の
よ
う
に
見
た
も
の
を
、
内
藤
湖
南
は
、

貴
族
制
の
崩

壊
に
か
か
わ
る
現
象
と
し
て
意
義

e

つ
け
た
。
い
わ
く
、
「
系
園
を
重
ん
ず
る
貴
族
が
崩
援
し
て
家
族
法
が
素
れ
た
結
果
、
義
見
と
い
ふ
も
の
が

①
 

出
来
た
。
腕
力
の
強
い
も
の
を
子
分
と
し
て
養
子
に
す
る
こ
と
は、

政
略
上
に
関
係
が
あ
る
」
と
。
こ
れ
は
欧
陽
線
附
の
道
徳
主
義
的
理
解
を
は

る
か
に
越
え
た
認
識
と
な
っ
て
い
る
が
、

い
ず
れ
に
し
て
も
従
来
の
家
族
関
係
の
崩
援
に
と
も
な
う
現
象
と
し
て
儒
父
子
結
合
を
理
解
す
る
貼

で
は
共
通
し
て
い
る
。

り
上
げ
ら
れ
た
。
そ
の
作
業
を
行
っ
た
の
は

戦
後
、
中
園
史
の
設
展
の
す
じ
み
ち
を
改
め
て
検
討
す
る
必
要
が
生
れ
る
と
、

唐
宋
出変革
論
が
活
溌
と
な
り
、

偲
父
子
結
合
も
正
面
か
ら
取

主
と
し
て
唐
宋
雌
変
革
を
古
代
か
ら
中
世
へ
の
轄
換
と
す
る
立
場
の
人
び
と
で
あ
っ
て、

そ
の
立
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場
か
ら
、
偲
父
子
結
合
を
古
代
専
制
権
力
の
崩
壊
現
象
と
し
て
理
解
す
る
と
同
時
に
、

な
い
段
階
の
、
家
父
長
的
、
家
内
奴
隷
制
的
関
係
と
し
て
性
格
づ
け
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
理
解
の
問
題
黙
に

つ
い
て
は
、
す
で
に
い
く
つ
か
の

②
 

文
章
で
取
り
上
げ
て
お
い
た
の
で
そ
れ
ら
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
が
、
と
も
か
く
も
、
こ
う
し
た
理
解
に
よ
れ
ば
、
偲
父
子
結
合
と
い
う

一
種
の
擬
制
家
族
的
関
係
は
、
古
代
家
父
長
制
家
族
の
再
生
産
と
い
う
貼
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
が
ま
だ
封
建
的
主
従
関
係
に
向
っ
て
成
熟
し
切
れ

」れ
は
さ
き
の
欧
陽
線
問
の
世
道
人
倫

の
頚
壊
と
い
う
よ
う
な
理
解
や
内
藤
湖
南
に
お
け
る
貴
族
の
崩
壊
|
|
家
族
法
の
素
蹴
と
い
う
把
握
と
、

い
さ
さ
か
趣
を
異
に
す
る
も
の
と
言

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う。
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と
こ
ろ
で
、
こ
の
時
代
の
擬
制
家
族
的
結
合

は

、

一

方

に

兄

弟

結
合
の
事
例
も
多
々
存
す
る
。
し
か

も
後
節
に
読
く
よ
う
に
、
偲
父
子
結
合
と
こ
の
擬
制
的
兄
弟
結
合
1

1
以
下
義
兄
弟
結
合
と
よ
ぶ
|
!
と
は
、
た
が
い
に
関
連
し
あ
う
の
で
あ

必
ず
し
も
父
子
関
係
に
と
ど
ま
ら
ず
、
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る

従
来
、

億
父
子
結
合
に
つ
い
て
は
多
く
言
及
さ
れ
て
来
た
が

義
兄
弟
結
合
に
つ
い
て
は

あ
ま
り
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ

た
。
本
誌
第
三
十
八
巻
第
四
競
(
一
九
八

O
年
三
月
)
所
載
の
相
田
洋
論
文
「
紅
巾
考
||
中
園
に
於
け
る
民
間
武
装
集
圏
の
俸
統
」
で
述
べ
ら

@
 

れ
た
の
が
、
唯
一
と
い
っ
て
よ
い
く
ら
い
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
義
兄
弟
結
合
の
行
わ
れ
た
諸
事
例
を
拳
げ
、
そ
れ
が
貴
族
制
祉
舎
の

解
践
と
ど
う
か
か
わ
る
か
を
論
じ
て
、
唐
宋
努
革
の
本
質
的
究
明
に
い
く
ら
か
の
素
材
を
提
供
し
た
い
と
お
も
う
。

義
兄
弟
結
合
の
諸
相

以
下
に
掲
げ
る
諸
例
か
ら
も
分
る
よ
う
に
、
義
兄
弟
関
係
を
結
ん
だ
事
例
は
、

多
く
「
約
魚
兄
弟
」
と
か
「
結
魚
兄
弟
」
と
い
う
よ
う
な
文

言
で
言
い
表
わ
さ
れ
る
。
そ
の
ほ
か
「
以
兄
事
」

「
呼
震
弟
」
と
い
っ
た
言
い
方
も
用
い
ら
れ
る
が
、

こ
の
方
は
義
兄
弟
の
契
を
結
ぶ
と
こ
ろ

ま
で
行
か
な
い
場
合
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
と
も
か
く
も
、
こ
う
し
た
文
言
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
人
的
結
合
の
諸
例
は
、

@
 

代
に
至
る
時
期
に
|
|
そ
し
て
相
田
論
文
が
奉
げ
て
い
る
よ
う
に
そ
れ
以
後
も
『
||
数
多
く
見
出
さ
れ
る
。

北
朝
末
期
か
ら
五

- 40ー

し
か
し
、
義
兄
弟
結
合
の
行
わ
れ

る
ケ
l
ス
は
決
し
て
一
律
で
な
く
、
む
し
ろ
千
差
高
別
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
こ
の
時
代
の
枇
舎
の
さ
ま
ざ
ま
な
局
面
に
お
い
て
、

ひ
ろ
く

こ
う
し
た
人
的
結
合
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
結
合
の
動
機
に
よ
っ
て
類
別
す
れ
ば
、

お
よ
そ
次
の
三
類

に
分
つ
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
お
も
う
。
ち
な
み
に
、
こ
こ
で
動
機
と
い
う
の
は
、

相
手
側
の
ど
の
よ
う
な
立
場
、
身
分
、
あ
る
い

は
人
間
的
資
質
な
い
し
志
向
を
目
標
と
し
て
義
兄
弟
関
係
を
結
ぶ
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

さ
て
そ
の
第

I
類
は

園
家
も
し
く
は
自
立
的
政
治
集
圏
の
代
表
者
の
聞
で
結
ば
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
政
治
同
盟
の
締
結
を
意
味

い
く
つ
か
の
例
を
母
げ
る
と
、
比
較
的
早
い
例
は
、
階
末
の
動
範
時
に
見
出
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
滋
郡
懐
戎
牒
の
沙
門
高
曇
日
腐
は
信

徒
五
十
人
と
共
に
反
し
、
腕
令
・
鎮
絡
を
殺
し
て
自
立
、
大
乗
皇
帝
と
稽
し
た
。

即
日
漁
陽
に
割
援
す
る
群
雄
高
開
道
の
も
と
に
使
い
を
や

⑤
 

っ
て
義
兄
弟
関
係
を
結
ん
だ
が
、
数
箇
月
後
高
開
道
に
襲
殺
さ
れ
た
。
こ
れ
に
績
く
も
の
と
し
て
は
、
安
史
の
凱
中
、
史
思
明
と
安
慶
緒
の
聞

に
結
ば
れ
た
例
が
あ
る
。
七
五
九
年
(
乾
元
二
〉
、
唐
朝
九
節
度
の
兵
の
た
め
鄭
を
包
囲
さ
れ
た
安
慶
緒
は
、
史
思
明
の
援
を
得
て
よ
う
や
く
危

す
る
。



機
を
脱
し
た
。
か
れ
は
璽
綬
を
思
明
に
奉
っ
て
臣
躍
を
と
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
思
明
は
「
願
魚
兄
弟
之
圏
、
更
作
藩
篠
之
援
、
鼎
足
市

@
 

立
、
猶
或
庶
幾
、
北
面
之
曜
、
固
不
敢
受
」
と
い
っ
て
血
を
す
す
っ
て
兄
弟
の
盟
約
を
結
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
こ
れ
は
史
思
明
の
策

略
で
あ
っ
て
、
盟
約
締
結
の
直
後
、
史
思
明
は
慶
緒
を
殺
し
、
自
ら
帝
位
に
聞
く
の
で
あ
る
。
そ
の
他
、
唐
末
以
降
に
な
る
と
、
八
九
七
年

(
乾
寧
四
)
、
准
南
の
楊
行
密
〈
奥
の
創
建
者
〉
が
楚
の
馬
肢
と
約
し
て
「
兄
弟
之
園
」
と
な
り
、
共
同
し
て
朱
全
忠
に
嘗
ろ
う
と
提
案
し
た
例
が

⑦
 

あ
る
。
こ
れ
よ
り
先
、
楊
行
密
は
准
南
を
征
服
す
る
過
程
に
お
い
て
、
高
耕
の
部
将
で
あ
っ
た
高
覇
・
高
股
兄
弟
と
兄
弟
の
約
を
結
び
、

一
旦

⑥
 

安
心
さ
せ
て
お
い
て
こ
れ
を
殺
す
と
い
う
奉
に
出
た
が
、
こ
れ
も
第
I
類
に
属
す
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
後
唐
治
下
で
も
、
義
武
節
度
使
の
王

都
が
成
徳
節
度
使
王
建
立
と
兄
弟
の
盟
約
を
結
び
、
中
央
権
臣
の
安
重
語
に
劉
抗
し
て
河
北
の
奮
事
を
復
活
さ
せ
よ
う
と
し
た
が
、
こ
れ
も
失

⑨
 

敗
に
お
わ
っ
た
。

第
I
類
に
属
す
る
事
例
で
と
く
に
注
目
す
べ
き
は
、
中
原
王
朝
と
周
浅
民
族
の
聞
に
結
ぼ
れ
る
義
兄
弟
関
係
で
あ
る
。
安
史
の
蹴
中
ウ
イ
グ

ル
葉
護
可
汗
と
唐
側
の
元
帥
贋
卒
王
倣
ハ
の
ち
の
代
宗
)
と
の
聞
に
約
さ
れ
た
義
兄
弟
結
合
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
唐
が
ウ
イ
グ
ル
の
援
軍
を
得

@
 

る
た
め
で
あ
っ
た
が
、
葉
護
可
汗
は
大
レ
に
喜
ん
で
倣
を
兄
と
よ
ん
だ
と
い
う
。
唐
末
以
後
に
な
る
と
、
李
克
用
と
契
丹
の
耶
律
阿
保
機
が
兄

⑪
 

弟
の
契
を
結
び
、
五
華
里
を
隔
て
た
南
軍
の
整
列
す
る
聞
を
使
者
た
ち
が
馬
上
に
杯
を
持
ち
、
献
酬
の
躍
を
く
り
ひ
ろ
げ
た
。
ま
た
、
李
克
用

⑫
 

の
恒
子
の
李
嗣
源
(
後
唐
明
宗
)
と
耶
律
阿
保
機
の
衣
子
徳
光
(
遼
太
宗
〉
と
の
聞
に
も
、
同
様
の
関
係
が
結
ぼ
れ
た
ら
し
い
。
嗣
源
の
女
婿
石

。

敬
璃
は
徳
光
に
劃
し
て
臣
を
稿
す
る
と
共
に
父
躍
を
以
て
仕
え
た
が
、
そ
の
軍
事
援
助
を
背
景
に
後
菅
王
朝
を
樹
立
し
、
結
局
燕
雲
等
十
六
州

を
割
譲
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
著
名
な
事
責
で
あ
る
。

- 41ー

以
上
の
諸
例
に
よ
れ
ば
、
中
圏
内
部
の
諸
勢
力
聞
に
結
ば
れ
る
義
兄
弟
関
係
は
、

多
く
中
央
権
力
か
ら
自
立
し
よ
う
と
す
る
政
治
集
圏

・
園

家
の
相
互
同
盟
で
あ
る
。
高
曇
晶
H
高
開
逼
は
い
う
ま
で
も
な
く
惰
朝
に
劃
し
て
、
史
思
明
H
安
慶
緒
は
唐
朝
に
劃
し
て
、
楊
行
密
H
馬
肢
は
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朱
全
忠
に
劃
し
て
、
楊
行
密
H
高
覇
・
高
駐
兄
弟
は
内
侵
し
て
来
た
孫
儒
に
劃
し
て
、

ま
た
、
中
原
園
家
と
周
遁
民
族
の
場
合
も
、
多
く
は
前
者
が
敵
劃
す
る
政
治
集
圏
・
園
家
と
の
封
抗
を

王
都
H
王
建
立
は
後
唐
の
権
臣
安
重
諺
に
劃
し
て
、
針

抗
の
必
要
上
結
ぼ
れ
た
同
盟
で
あ
る
。



介
在
す
る
。

ま
た

こ
れ
も
基
本
的
に
は
同
じ
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
中
原
王
朝
と
周
逸
民
族
と
の

一
種
濁
特
な
問
題
が

内
外
を
問
わ
ず
こ
う
し
た
政
治
同
盟
が
義
兄
弟
結
合
と
い
う
形
式
を
と
る
こ
と
の
意
味
が
、
も
っ
と
も
重
要
で
あ
る
。
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目
的
と
し
て
結
ん
だ
も
の
で
あ
る
か
ら
、

し
か
し
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
次
節
で
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

つ
ぎ
に
、
義
兄
弟
結
合
の
第
E
類
と
も
い
う
べ
き
も
の
は
、

名
家
の
出
身
者
や
政
治
上
の
権
勢
を
も
っ
者
と
親
族
関
係
を
結
ぶ
こ
と
に
よ
っ

そ
う
し
た
事
例
は
ま
ず
北
朝
後
期
に
多
く
見
出
さ
れ
る
。
北
貌

末
、
胡
族
出
身
の
大
官
制
斯
椿
は
、
河
西
の
牧
民
の
暴
動
に
あ
っ
て
、
時
の
買
力
者
爾
朱
築
に
依
託
し
、

て
、
自
分
自
身
の
祉
禽
的
、
政
治
的
地
位
を
高
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
計
謀
に
参
重
し
た
。
の
ち
爾
朱

氏
が
敗
北
す
る
と
、
そ
の
一
族
の
首
を
門
傍
の
樹
に
懸
け
た
の
で
、
そ
の
父
が
と
が
め
て
言
っ
た
。

⑪
 

於
家
門
、
云
々
」
と
。
ま
た
、
河
東
の
漢
人
貴
族
醇
孝
通
は
、
字
文
泰
と
結
ん
で
、
北
親
政
権
を
高
歓
か
ら
自
立
さ
せ
よ
う
と
つ
と
め
た
が
、

⑮
 

そ
の
さ
い
字
文
泰
と
義
兄
弟
と
な
っ
た
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
危
機
に
陥
っ
た
胡
漢
の
貴
族
官
僚
が
、
軍
事
的
責
力
者
の
支
持
を
求
め
た
例

で
あ
る
。
西
貌
政
権
内
の
武
人
が
土
大
夫
の
名
撃
を
慕
っ
て
こ
れ
と
兄
弟
の
誼
を
結
ん
だ
例
は
、
六
柱
園
の
一
人
子
謹
と
漢
人
官
僚
で
皐
問

・

「
汝
輿
爾
朱
約
魚
兄
弟
、
今
何
忍
懸
其
頭

徳
行
を
品
兼
備
し
た
唐
獲
と
の
聞
に
見
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
子
謹
は
唐
珪
に
勿
紐
子
氏
(
子
認
の
本
姓
)
を
賜
姓
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
字
文
泰
に
請
う

⑮
 

て
許
さ
れ
た
。
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唐
代
に
入
る
と
、
時
の
権
勢
者
が
山
東
貴
族
そ
の
他
の
名
族
と
系
譜
を
合
わ
せ
る
傾
向
が
著
し
く
な
る
。
事
州
議
豚
の
李
敬
玄
は
、

高
宗
朝

吏
部
に
あ
っ
て
手
腕
の
あ
っ
た
人
で
あ
る
が
、

し
ば
し
ば
山
東
士
族
と
遁
婚
し
、

越
郡
李
氏
と
合
譜
し
て
、

尚
書
省
の
要
職
を
そ
の
縁
故
者
で

⑫
 

猫
占
し
た
の
で
、
高
宗
の
不
快
を
買
っ
た
と
い
う
。
高
宗

・
武
后
朝
に
権
勢
を
振
っ
た
李
義
府
も
、
も
と
も
と
越
郡
李
氏
の
出
身
と
白
稿
し
、

⑬

⑮
 

越
郡
李
氏
と
譜
を
通
じ
た
。
ま
た
そ
の
権
勢
を
目
嘗
て
に
無
頼
の
徒
が
多
数
群
が
っ
て
、

「
兄
よ
叔
父
よ
」
と
奉
っ

た
。

こ
れ
ら
の
例
は

い
ず
れ
も
特
定
の
個
人
の
聞
で
義
兄
弟
関
係
を
結
ん
だ
も
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
名
族
と
系
譜
を
合
わ
せ
て

そ
の
親
戚

と
な
る
こ
と
を
意
聞
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ

の
意
味
に
お
い
て
は

義
兄
弟
結
合
の
事
例
と
し
て
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
そ
こ

で
は
む
し
ろ
個
人
よ
り
も
家
が
問
題
で
あ
る
。

し
か
し
、
墜
方
の
家
が
逼
譜
合
族
を
行
う
さ
い
、

そ
の
た
め
の
接
黙
が
必
要
と
な
り
、
特
定
の



た
と
え
ば
、
則
天
武
后
の
寵
幸
一
を
得
た
信
懐
義

且
つ
宮
中
へ
の
出
入
を
容
易
な
ら
し
め
よ
う
と
し
て
得
度
さ

@
 

せ
て
備
と
な
し
、
叉
、
醇
と
改
姓
せ
し
め
て
娘
太
卒
公
主
の
靖
欝
紹
と
合
族
を
命
じ
た
。
そ
の
さ
い
、
辞
紹
に
季
父
と
し
て
事
え
さ
せ
た
と
あ

る

か

ら

、

ま

た

、

人
の
聞
に
父
子
関
係
か
兄
弟
関
係
を
擬
制
的
に
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

は
本
姓
鴻
氏
で
、
し
が
な
い
商
人
で
あ
っ
た
が
、
武
后
は
そ
の
所
業
を
隠
蔽
し
、

懐
義
を
紹
の
諸
父
の
末
弟
の
位
置
に
置
い
た
わ
け
で
あ
る
。

あ
る
が
、
そ
の
関
係
を
よ
り
近
づ
け
ん
が
た
め
に
、

同
じ
頃
の
官
僚
奪
E
源
は
奪
后
と
同
じ
く
京
兆
高
年
の
人
で

@
 

「
附
入
章
后
三
等
親
、
絞
魚
兄
弟
、
編
在
属
籍
」
と
い
う
操
作
を
行
な
っ
た
。
こ
れ
は
章

后
と
従
兄
弟
と
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
要
す
る
に
、
通
譜
・
合
族
は
、
そ
の
手
績
き
の
な
か
に
擬
制
家
族
化
を
含
む
わ
け

そ
の
反
射
に
、
義
兄
弟
結
合
が
遁
譜
・
合
族
を
伴
う
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
の
は
、

れ
る
の
で
あ
る
。

で
あ
っ
て
、

さ
き
の
子
謹
H
唐
蓮
の
場
合
か
ら
も
察
せ
ら

と
こ
ろ
で
、
中
唐
以
後
に
な
る
と
、
富
官
の
権
勢
を
藷
ろ
う
と
し
て
義
兄
弟
関
係
を
結
ぶ
例
が
見
出
さ
れ
る
。
安
史
の
蹴
が
終
z-m
に
近
づ
く

と
、
短
説
鎮
定
に
功
第
の
あ
っ
た
識
勤
系
の
武
賂
僕
固
懐
恩
は
朝
廷
と
の
聞
に
感
情
の
組
踊
を
来
し
て
不
安
と
な
り
、
中
官
賂
奉
先
に
依
託
し

@
 

て
、
こ
れ
と
義
兄
弟
の
約
を
結
ん
だ
。
ま
た
、
義
兄
弟
の
誼
を
通
じ
た
の
で
は
な
い
が
、
元
和
年
聞
に
梁
正
言
な
る
者
あ
り
、
樺
勢
の
あ
っ
た

@
 

中
官
梁
守
謙
と
同
姓
な
る
と
こ
ろ
か
ら
、
守
謙
と
同
族
で
き
わ
め
て
親
密
で
あ
る
と
言
い
ふ
ら
し
て
い
た
。

- 43ー

以
上
の
よ
う
に
第
E
類
は
相
手
の
門
墓
や
政
治
上
の
権
勢
を
目
的
と
し
て
、
こ
れ
と
兄
弟
関
係
を
結
び
、
あ
る
い
は
逼
譜
す
る
も
の
で
あ
る

が
、
そ
う
し
た
性
格
か
ら
、
相
手
の
個
人
的
な
人
格
性
は
必
ず
し
も
一
義
的
で
は
な
い
。
前
掲
の
子
謹
H
H
唐
道
の
場
合
が
や
や
例
外
的
で
あ
る

が
、
こ
れ
と
て
も
漢
人
貴
族
た
る
唐
氏
に
劃
す
る
子
謹
の
憧
慢
と
見
ら
れ
ぬ
こ
と
も
な
い
。
こ
れ
に
劉
し
、
も
っ
ぱ
ら
相
手
の
個
人
的
な
資
質

や
志
向
が
、
結
盟
の
動
機
と
な
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
が
第
E
類
で
あ
る
。
そ
れ
は
多
く
閲
歴
を
も
た
な
い
人
び
と
の
聞
に
結
ば
れ
る
義
兄
弟

関
係
で
あ
る
貼
に
、
特
色
が
あ
る
。
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伏
威
は
年
長
の
公
茄
に
兄
事
し
た
と
い
う
内、

雨
者
が
兄
弟
の
契
を
結

ん
だ
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
李
密
の
塵
下
で
あ
っ
た
徐
世
動
と
箪
雄
信
は
、
義
兄
弟
関
係
を
結
ん
で
い
た
。
李
密
が
敗
死
す
る
と
、
雄

惰
末
の
群
雄
社
伏
威
と
輔
公
茄
は
若
い
時
か
ら
創
頚
の
交
を
結
び
、
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信
は
王
世
充
に
降
り
、
世
動
は
唐
に
蹄
投
し
た
。
王
世
充
の
滅
亡
後
唐
の
捕
虜
と
な

っ
た
雄
信
は
諒
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、

徐
世
動
は
こ
れ

「
卒
生
誓
共
魚
灰
土
、
山
一旦
敢
念
生
、
但
以
身
己
許
圏
、
義
不
雨
途
、
難
死
之
、

顧
兄
妻
子
何
如
」
と
言
い
、
そ
の

@

@
 

股
の
肉
を
割
い
て
雄
信
に
食
わ
せ
た
と
い
う
。
徐
世
動
は
土
豪
の
出
身
で
あ
り
、

箪
雄
信
は
一
介
の
祉
士
で
あ
る
こ
と
が
分
っ
て
い
る
が
、
し、

を
救
お
う
と
し
て
成
ら
ず
、

ず
れ
も
名
の
あ
る
人
た
ち
で
は
な
い
。
か
れ
ら
が
互
い
に
親
交
を
結
ん
だ
の
は
、

相
手
の
財
産
や
家
柄
や
佐
倉
的
政
治
的
地
位
に
よ
る
も
の
で

な
く
、
個
人
の
任
侠
の
精
神
が
た
が
い
の
好
向
に
か
な
っ
て
友
を
結
ん
だ
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
う
し
た
任
侠
の
精
神
は
、
相
手
と
の
聞
に
一
種
の
運
命
共
同
盟
的
連
得
意
識
を
作
り
出
し
易
い
。
安
史
の
飢
中
、
史
思
明
の
犠
将
辛
蔦
年

と
同
じ
く
牙
特
高
鞠
仁
、
高
如
震
と
の
聞
に
結
ば
れ
た
義
兄
弟
関
係
も
、
そ
う
し
た
見
地
か
ら
理
解
し
う
る
。
鞠
仁
・
如
震
の
二
人
は
た
ま
た

ま
高
年
を
斬
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
政
治
的
立
場
に
立
た
さ
れ
た
が
、
鞠
仁
ら
は
か
え

っ
て
高
年
に
そ
の
こ
と
を
知
ら
せ
、

@
 

し
ろ
高
年
の
殺
害
を
命
じ
た
上
司
を
襲
殺
し
た
の
で
あ
っ
た
。

か
つ
協
同
し
て
む

恩
義
に
感
じ
て
義
兄
弟
関
係
を
結
ぶ
例
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

張
光
農
は
一
介
の
騎
卒
で
あ
っ
た
が
、

安
史
の
飢
中
の
戦
闘
で
乗
馬
を
敵
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に
射
ら
れ
た
将
軍
王
思
膿
に
自
分
の
馬
を
輿
え
、

姓
名
も
告
げ
ず
に
去
っ
て
行
っ
た
。

の
ち
雨
者
が
再
禽
し
て
そ
の
事
責
が
明
ら
か
に
な
る

@
 

光
晶
を
兵
馬
使
に
抜
擢
し
た
。
安
史
の
凱
後
に
成
立
し
た
河
北
諸
鎮
の
う
ち
最

と
、
思
躍
は
そ
の
恩
義
に
報
い
る
た
め
に
兄
弟
の
義
を
結
び

い
わ
ゆ
る
河
北
の
嘗
事
を
守
り
ぬ
く
べ
く
戦
っ
て
唐
側
に
大
敗
し
、
窮
地
に
陥
っ
た
。
そ

の
時
彼
は
、
軍
士
・
百
姓
に
向
っ
て
言
っ
た
。
「
今
軍
放
敗
亡
、
土
民
塗
炭
、
此
皆
慌
之
罪
也
、
以
母
親
之
故
、
不
能
自
到
、
公
等
嘗
斬
悦
首
、

以
取
功
動
、
無
鴛
倶
死
也
」
。
そ
し
て
馬
か
ら
下
り
て
地
面
に
身
を
投
げ
出
し
た
。
み
ん
な
は
こ
れ
を
憐
ん
で
、
も
う

一
戦
試
み
よ
う
と
言
う

の
で
、
慌
は
、
死
ん
で
も
こ
の
厚
志
は
忘
れ
な
い
と
言
っ
て
、
賂
土
た
ち
と
そ
れ
ぞ
れ
撃
を
切
っ
て
兄
弟
の
約
を
交
わ
し
、

生
死
を
普
い
合
つ

@
 

た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
も
田
慌
の
賂
兵
に
劃
す
る
感
恩
が
契
機
と
な
っ
て
、

も
根
強
く
唐
朝
に
反
抗
し
た
貌
博
の
節
帥
田
慌
は
、

運
命
を
共
に
し
よ
う
と
誓
っ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
規
一
博
の
軍
中
で
の
こ
と
で
あ
る
が
、
果
少
誠
は
槍
州
出
身
の
臭
少
陽
と
親
友
で
あ
り
、
の
ち
少
誠
が
准
西
節
度
と
な
る
や
、

金
鳥
を
出

@
 

し
て
こ
れ
を
探
し
求
め
、
兄
弟
と
な
っ
て
、
軍
の
右
職
に
つ
け
た
。
こ
の
場
合
の
親
交
に
つ
い
て
は
、
何
が
契
機
で
あ
る
か
不
明
で
あ
る
。
ま



た
、
果
少
陽
が
も
と
も
と
呉
姓
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
も
不
明
で
あ
る
が
、
少
陽
は
お
そ
ら
く
の
ち
に
改
名
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

ほ
ぼ
同
じ
頃
、
湖
南
観
察
使
管
下
の
武
将
王
園
良
が
無
寅
の
罪
を
加
え
ら
れ
て
属
鯨
に
立
て
寵
っ
た
が
、

唐
の
宗
室
李
皐
は
降
伏
を
勧
め
る

@
 

の
に
不
死
を
約
束
し
た
。
園
良
が
降
る
と
、
皐
は
そ
の
手
を
執
っ
て
、
兄
弟
の
約
を
交
し
た
。
こ
れ
は
大
い
に
身
分
の
異
な
る
者
同
士
が
、
相

互
に
信
頼
し
あ
っ
た
結
果
で
あ
る
。

義
兄
弟
関
係
の
下
で
死
生
を
共
に
す
る
こ
と
が
一
時
的
な
拘
束
に
お
わ
り
、

や
が
て
不
和
と
な
り
互
い
に
殺
裁
し
合
う
こ
と
に
な
る
と
し
て

も
、
そ
れ
は
こ
の
第
田
類
の
性
質
を
そ
こ
な
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
さ
き
に
も
奉
げ
た
准
南
の
揚
行
密
は
、
も
と
同
郷
の
回
額
ら

@
 

回
額
は
そ
の
一
翼
を
荷
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、

周
行
逢
・
潜
叔
嗣
・

張
文

表
の
三
人
は
、
互
い
に
心
を
一
に
し
て
楚
の
復
興
を
誓
い
合
っ
た
。
こ
こ
で
は
義
兄
弟
の
契
を
結
ん
だ
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、

三
人
は
も

@
 

と
よ
り
親
交
が
あ
り
、
叔
嗣
は
周
行
逢
に
兄
事
し
て
い
る
。
た
だ
、
楊
行
密
H
田
額
も
、
周
H
潜
H
張
も
、

あ
と
で
は
そ
の
親
交
に
ひ
び
が
入

と
義
兄
弟
の
契
を
結
ん
で
い
た
が
、
行
密
の
拳
兵
に
あ
た
っ
て
、

そ
れ
は
さ
て
お
き
、

周
H
潜
H
張
の
例
で
は
、

義
兄
弟
的
関
係
が
一
劃
一
と
い
う
関
係
を
越
え
て
い
る

(
さ
き
の
辛
高
年
H
高
掬
仁
H
吉岡
如
震
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っ
て
、
悲
劇
的
な
結
果
と
な
る
。
臭
少
誠
H
少
陽
も
同
様
で
あ
る
。

の
場
合
も
、
も
し
鞠
仁
と
如
震
が
員
の
兄
弟
で
な
け
れ
ば
同
じ
で
あ
る
〉
。
後
周
を
興
し
た
郭
威
も
、

@
 

し
、
他
日
富
貴
を
共
に
し
よ
う
と
誓
い
合
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
か
つ
て
那
波
利
貞
博
士
が
紹
介
さ
れ
た
宋
太
租
越
匡
胤
の
義
社
兄
弟
を

想
起
さ
せ
る
。
越
匡
胤
は
九
人
の
刺
史
・
節
度
使
ら
と
盟
約
を
結
び
、
義
兄
弟
と
な

っ
て
宋
朝
を
輿
立
し
た
と
言
わ
れ

ヤ

共
に
丘
(
替
に
あ
っ
た
李
麗
ら
十
人
と
兄
弟
を
拘

以
上
第
E
類
と
し
て
挙
例
し
た
と
こ
ろ
に
就
い
て
見
る
と
、

の
結
合
の
動
機
は
、
第

I
-
E類
の
よ
う
に
、
個
人
が
そ
の
背
後
に
負
う
て
い
る
政
治
勢
力
や
祉
曾
的
ス
テ
イ
タ
ス
等
々
で
な
く
、
も
つ
ば
ら

相
手
の
個
人
的
資
質
や
志
向
で
あ
る
。
任
侠
、
犠
牲
的
精
神
な
ど
の
他
、
自
分
に
は
な
い
す
ぐ
れ
た
能
力
へ
の
心
服
も
、
互
い
を
結
び

つ
け
る

@
 

契
機
と
な
る
。
前
引
、
楚
の
復
興
を
誓
い
合
っ
た
周
H
潜
H
張
が
、
そ
れ
ぞ
れ
「
能
謀
」
「
果
敢
」
「
善
戦
」
と
い
う
特
性
を
具
え
、
そ
の
チ

ー
ム
・
ワ
l
ク
に
よ
っ
て
成
功
を
牧
め
た
と
言
わ
れ
る
の
も
、
結
合
の
契
機
が
個
人
的
な
資
質
・
志
向
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。
そ
し
て

惰
末
頃
か
ら
無
名
の
武
人
の
聞
で
義
兄
弟
結
合
が
盛
行
し
た
こ
と
が
分
る
。
そ

293 



294 

そ
れ
ら
は
、
皐
に
個
人
の
長
所
に
止
ま
る
の
で
な
く
、
他
人
と
の
連
帯
の
契
機
と
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、

心
情
的
に
言
え
ば

そ
れ
に
よ
っ
て

人
を
受
け
容
れ
る
開
放
的
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
と
、

一
般
化
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

第
E
類
に
廃
す
る
事
例
が
と
く
に
武
人
の
世
界
に
多
く
見
ら
れ
る
の
は
、

ま
た
、
こ
う
し
た
種
類
の
結
合
は
一
劃
一

に
止
ま
ら
ず
、
三
人
あ
る
い
は
十
人
と
レ
う
風
に
集
圏
化
し
、
結
社
化
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
特
定
の
政
治
目
的
を
共
有

す
る
と
き
、
一
個
の
政
治
集
圏
と
な
り
、
時
と
し
て
は
新
園
家
建
設
の
基
礎
と
も
な
る
の
で
あ
る
。
如
上
の
例
で
言
え
ば
、
臭

・
楚
、
後
周
、

宋
の
各
王
朝
が
、
こ
の
こ
と
に
関
わ
る
で
あ
ろ
う
。

そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、

か
れ
ら
が
と
っ
て
代
ろ
う
と
す
る
既
成
の
園
家
か
ら
見
れ
ば
、

そ
れ
は
反
償
制
組
織
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
後
世
の
い

こ
の
第
皿
類
の
延
長
線
上
に
と
ら
え
得
る
で
あ
ろ
う
が
、

わ
ゆ
る
匠
賊
や
叛
凱
集
圏
、
秘
密
結
社
な
ど
の
成
員
聞
に
お
け
る
義
兄
弟
関
係
も
、

詳
細
は
前
記
相
田
氏
の
所
設
に
ゆ
ず
り
た
い
。

義
兄
弟
結
合
と
貴
族
制
批
舎
の
超
克
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以
上
翠
例
し
て
き
た
よ
う
に
、

i
、
園
家

・
政
治
集
圏
の
首
長
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、

日
、
政
治
的
社
曾
的
支
配
層
の
聞
に
お
い
て
、

E
、
無

名
の
武
人
世
界
に
お
い
て
、

と
い
う
風
に
、
六
朝
末
か
ら
五
代
に
か
け
て
の
約
四
百
年
聞
に
は
、

し
か
し
そ
の
四
百
年
の
あ
い
だ
、
こ
の
三
類
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
時
期
に
よ
っ
て
消
長
が
あ
る
。

社
舎
の
あ
ら
ゆ
る
衣
元
で
、
義
兄
弟
結
合
が

行
な
わ
れ
た
。

ー
と
皿
は
晴
末
内
観
の
時
期
に

唐
朝
後
半
期
と
五
代
で
あ
る
。

は
、
自
立
的
政
治
集
園
や
園
家
が
出
現
す
る
こ
と
は
な
い
し
、
叉
、
そ
う
し
た
時
代
は
文
官
主
義
が
主
要
な
位
制
で
あ
る
か
ら
、

一
時
顕
在
化
す
る
が
、

と
く
に
盛
行
す
る
の
は
、

首
然
の
事
な
が
ら
、

陪
唐
王
朝
の
統

一
性
が
確
固
た
る
開

そ
う
し
た
傾

向
が
あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
射
し
て
、
第

E
類
は
、
北
貌
末
か
ら
唐
朝
前
半
期
ま
で
、
大
鐙
に
お
い
て
持
績
し
て
い

る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
、
安
史
の
凱
以
後
に
は
あ
ま
り
例
を
見
な
い
。

こ
れ
は
さ
き
に
も
燭
れ
た
よ
う
に
、
こ
の
時
期
が
と
く
に
政
治
権
力
と
貴

そ
れ
は
い
わ
ば
、
貴
族
制
批
舎
が
崩
壊
し
て
ゆ
く
時
代
の
過
渡
的
性
格
を

族
制
社
禽
と
が
相
互
補
完
関
係
に
あ
っ
た
時
代
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。



表
現
し
て
い
る
。

こ
れ
に
資
し
て
、

第

l
-
E類
は
、

ポ
ス
ト
貴
族
制
時
代
の
圏
家
や
祉
舎
の
あ
り
方
を
直
接
示
唆
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ

る
。
以
下
こ
の
黙
に
つ
い
て
、
少
し
く
考
察
を
加
え
よ
う
。

ま
ず
第
I
類
か
ら
述
べ
る
こ
と
に
す
る
が
、

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
の
目
的
は
共
通
の
目
標
に
射
す
る
政
治
同
盟
に
あ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
義
兄
弟
結
合
と

い
う
形
式
を
と
る
こ
と
の
意
味
が
問
題
で
あ
る
。
こ
の
同
盟
関
係
を
規
定
す
る
言
葉
と
し
て
、
し
ば
し
ば
「
兄
弟
之
園
」
と
い
う
用
語
が
用
い

ら
れ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
さ
き
の
例
で
言
え
ば
、
史
恩
明
の
安
慶
緒
に
劃
す
る
提
言
の
な
か
に
も
こ

の
言
葉
が
用
い
ら
れ
、

楊
行
密
H
馬

肢
の
例
で
も
同
様
で
あ
る
。

一
盟
、
園
家

・
政
治
集
圏
の
首
長
聞
に
義
兄
弟
関
係
が
結
ぼ
れ
る
こ
と
の
意
味
は
、

ど
こ
に
あ

「
兄
弟
之
園
」
と
い
う
語
の
来
源
を
た
ず
ね
る
と
、
「
周
躍
』

春
官
大
宗
伯
に
「
以
嘉
瞳
親
高
民
:
:
:
以
脹
臆
之
膿
親
兄
弟
之
圏
、
以
賀
慶
之

@
 

瞳
親
異
姓
之
園
云
々
」
と
あ
る
。
こ
の
箇
所
は
さ
ま
ざ
ま
の
場
合
に
お
け
る
躍
儀
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

「兄
弟
之
園
」
が

「異
姓
之

園
」
と
相
封
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
見
る
と
、
こ
れ
は
、
鄭
注
に
述
べ
る
通
り
「
同
姓
之
園」

の
意
で
あ
ろ
う
。
周
の
封
建
制
に

@
 

お
け
る
同
姓
諸
侯
と
の
閥
係
を
規
定
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
周
の
封
建
制
は
同
姓
諸
侯
を
中
心
と
し
た
も
の
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ

に
お
け
る
「
兄
弟
之
園
」
と
は
、
貫
際
上
周
王
と
血
縁
関
係
に
あ
る
人
び
と
の
封
圏
を
指
す
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
は
、
晴
唐

・
五
代
の

こ
の
言
葉
が
非
血
縁
的
な
園
際
関
係
と
し
て
擬
制
的
に
用
い
ら
れ
る
の
は
、

戦
園
時
代
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「
兄
弟
之
園
」
が
擬
制
的
関
係
で
あ
る
の
と
異
な
る
。

に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

戦
圏
末
、
張
儀
が
楚
王
に
、
賓
と
絶
っ
て
秦
と
結
ぶ
こ
と
を
す
す
め
た
言
葉
に
、

「大
王
誠
能
聴
臣
、

閉
開
絶
約
於
費
、
臣
請
献
商
於
之
地

@
 

六
百
里
、
使
秦
女
得
篤
大
王
箕
帯
之
妾、

秦
楚
安
婦
嫁
女
、

長
篤
兄
弟
之
圏
、
此
北
弱
斉
而
西
盆
秦
也、

計
無
便
此
者
」
と
。
こ
こ
に
逼
婚
関

係
を
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
兄
弟
之
園
」
を
形
づ
く
ろ
う
と
い
う
の
は
、
整
方
の
男
子
が
直
接
に
義
兄
弟
関
係
を
結
ぶ
の
で
は
な
い
が、

一

種
擬
制
的
な
「
兄
弟
之
園
」
と
言
い
う
る
。
同
じ
く
張
儀
の
言
葉
に
、
「
今
従
者

(
合
従
同
盟
園
)
一
天
下
、

約
震
昆
弟
、
刑
白
馬
以
盟
痘
水
之

@
 

上
、
以
相
堅
也
、
而
親
昆
弟
同
父
母
、
向
有
争
銭
財
、
而
欲
侍
詐
僑
反
覆
蘇
秦
之
徐
謀
、
其
不
可
成
亦
明
失」

と
あ
る
。
合
従
策
を
批
剣
し
た
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言
葉
で
あ
る
が
、
要
す
る
に
、
戦
園
以
後
擬
制
血
縁
に
よ
る
国
際
同
盟
が
結
ぼ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
有
名
な
漢
と
旬
奴

と
の
兄
弟
盟
約
も
、

そ
の
延
長
線
上
に
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、

「
兄
弟
之
園
」
と
は
、

本
来
、
血
縁
の
つ
な
が
っ
た
人
び
と
を
主
権
者
と
す
る
園
家
聞
の
関
係
で
あ
り
、
そ
れ
が
、
か
か

そ
の
擬
制
化
の
意
味
は
、
さ
ら
に
つ

る
開
係
の
崩
壊
後
、
戦
圏
諸
園
家
聞
の
同
盟
関
係
と
し
て
擬
制
化
さ
れ
て
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

ぎ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
本
来
の
「
兄
弟
之
園
」
に
お
い
て
は
、

る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
封
建
健
制
は
一
面
か
ら
言
え
ば
貴
族
制
で
あ
っ
て
、

「
兄
弟
之
園
」

の
擬
制
化
は
、

さ
ら
に
、

漢
と
旬
奴
と
の
閲
係
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
こ
の
身
分

血
縁
関
係
が
そ
の
ま
ま
政
治
関
係
と
し
て
機
能
す

こ
の
貴
族
制
の
崩
壊
、
政
治
に
お

け
る
身
分
制
の
打
破
と
い
う
事
態
の
上
に
寅
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

制
打
破
は
、
胡
漢
の
匡
別
を
も
超
え
る
わ
け
で
あ
る
。

六
朝
末
J
五
代
の
、
擬
制
的
な
「
兄
弟
之
園
」
に
お
い
て
も
、
や
や
似
た
事
情
が
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

特
定
の
家
柄
が
政
治
上
の
支
配
階
級
を
構
成
し
た
。
も
と
よ
り
そ
れ
は
、
周
代
の
そ
れ
と
同
じ
で
は
な
い
。
分
裂
的
性
質
を
強
く
帯
び
て
い
る

と
は
い
え
、
圏
家
の
霞
制
は
あ
く
ま
で
統

一
園
家
で
あ
り
、

貴
族
階
級
は
官
僚
と
し
て
政
治
権
力
に
参
輿
し
、

か
つ
て
の
「
園
」
も
ま
た
、
州

郡
鯨
制
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ
た
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
の
血
縁
に
つ
な
が
る
も
の
の
み
が
政
治
参
加
を
可
能
に
す
る
と
い
う

@
 

原
則
が
、
嘗
時
を
支
配
し
た
。
そ
し
て
、
し
ば
し
ば
身
分
的
内
婚
制
の
語
で
語
ら
れ
る
よ
う
に
、
貴
族
各
家
は
、
相
互
の
逼
婚
等
を
契
機
と
し

て
、
階
級
的
連
帯
意
識
を
共
有
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

六
朝
の
貴
族
制
圏
家
は
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惰
唐
時
代
に
入
る
と
、
こ
の
原
則
に
は
さ
ま
ざ
ま
の
修
正
が
施
さ
れ
る
。

そ
の
修
正
と
は

一
日
に
言
っ
て
、
貴
族
制
の
合
理
化
に
よ
る
貴

族
階
級
の
範
囲
の
横
大
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
、

王
朝
内
の
い
わ
ゆ
る
内
臣
の
み
な
ら
ず
、
周
漫
民
族
の
首
長
〈
部
族
貴
族
)
た
ち
に

@
 

こ
こ
に
貴
族
制
は
周
遁
世
界
に
ま
で
撰
大
し
た
の
で
あ
る
。

劃
し
て
も
、
都
督
・
刺
史
・
牒
令
な
ど
の
官
職
を
輿
え
て
こ
れ
を
属
燦
し
、

さ
て
、
こ
の
時
代
の
擬
制
的
に
結
ぼ
れ
る
「
兄
弟
之
園
」

は、

聞
に
結
ば
れ
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
陪
末
、
沙
門
高
曇
晶
が
義
兄
弟
関
係
を
結
ん
だ
高
開
道
は
、

こ
の
よ
う
な
貴
族
制
を
打
破
し
て
ゆ
く
潮
流
の
中
で
出
現
し
た
政
治
勢
力
の

も
と
も
と
煮
聾
を
生
業
と
し
た
一
介
の
祉
士



で
あ
っ
て
、
そ
の
か
れ
が
衆
を
あ
つ
め
て
群
雄
と
な
る
と
い
う
事
態
は
、
往
々
に
し
て
名
家
を
中
心
に
な
さ
れ
た
六
朝
貴
族
制
祉
曾
の
集
圏
形

成
方
式
か
ら
す
れ
ば
、
大
い
に
異
質
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
惰
末
群
雄
の
多
く
は
、
高
開
道
の
よ
う
な
地
位
も
財
力
も
な
い
勇
士
型
の
人
物

か
、
さ
も
な
け
れ
ば
、
財
力
は
あ
っ
て
も
貴
族
階
級
と
は
到
底
言
い
が
た
い
富
農
・

土
豪
型
の
人
物
で
あ
っ
て
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、

貴
族
制

社
舎
の
底
部
か
ら
幅
起
し
て
、
内
明
慨
を
契
機
に
自
立
的
政
治
集
圏
を
組
織
し
た
人
び
と
で
あ
る
。
唐
朝
が
内
凱
鎮
定
に
成
功
す
る
と
、
か
れ
ら

は
そ
の
中
に
吸
牧
・
編
成
さ
れ
て
行
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
し
か
し
と
も
か
く
も
、
情
末
唐
初
の
こ
の
内
蹴
時
に
お
い
て
は
、
貴
族
政
治
の
原

則
で
あ
る
、
特
定
の
家
柄
が
政
治
を
猪
嘗
す
る
と
い
う
原
則
は
、
一
時
っ
き
崩
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

@
 

つ
ぎ
に
こ
の
よ
う
な
情
況
が
生
れ
た
の
は
武
掌
時
代
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
宮
廷
内
の
狭
陸
な
世
界
に
限
定
さ
れ
、
非
貴
族
的
政
治
集
圏
を
作

り
出
す
ま
で
に
は
行
っ
て
い
な
い
。
決
定
的
な
情
勢
は
安
史
の
範
に
よ
っ
て
切
り
開
か
れ
る
。
安
旅
山
と
唐
朝
中
央
と
の
力
関
係
の
獲
化
が
こ

の
内
飽
の
一
要
因
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
そ
の
原
因
と
し
て
、
お
よ
そ
二
つ
の
、
互
い
に
関
連
し
あ
う
事
由
が
考
え
ら
れ
る
。

の
質
化
で
あ
り
、

具
睦
的
に
言
え
ば
、
周
溢
民
族
の
自
立
性
の
増
大
に
よ
る
属
康
政
策
の
破
綻
で
あ
る
。
武
后
朝
か
ら
玄
宗
朝
に
か
け
て
の
時

一
つ
は
封
外
関
係
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期
、
周
漫
民
族
の
首
長
制
(
部
族
貴
族
制
)
に
動
揺
を
来
た
し
、
部
族
連
合
か
ら
よ
り
強
大
で
統
一
的
な
園
家
へ
の
瑳
展
が
始
ま

っ
た
こ
と
が
罷

藤
政
策
破
綻
の
一
因
で
あ
る
。
第
二
に
、
こ
う
し
た
事
態
に
割
腹
し
て
、
唐
は
漫
境
に
常
備
軍
を
設
置
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
、
か
く
て
府
兵
制

方
式
か
ら
健
児
制
方
式
に
轄
換
し
た
こ
と
は
、
周
知
の
事
に
属
す
る
。
健
見
制
は
傭
兵
制
度
を
前
提
と
し
て
い
て
、

貴
族
制
の
人
格
主
義
的
支

配
は
も
は
や
こ
こ
に
は
貫
徹
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。

さ
て
こ
の
よ
う
に
、
中
圏
内
外
に
お
け
る
貴
族
制
破
綻
の
申
し
子
と
も
言
う
べ
き
も
の
が
、
玄
宗
朝
末
年
に
お
け
る
漫
境
軍
で
あ
っ

て、

安

史
の
凱
及
び
そ
れ
以
降
の
軍
閥
諸
勢
力
は
、
こ
こ
に
端
を
渡
す
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
軍
閥
自
身
も
、
本
来
は
、

異
民
族
出
身
か
兵
卒
上
り
の
武

将
で
あ
っ
た
。
中
唐
以
後
、
唐
の
宗
室
や
貴
族
的
官
僚
に
よ
っ
て
藩
鎮
が
掌
握
さ
れ
る
例
が
見
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
新
事
態
に
封臨臆
す

る
か
れ
ら
の
轄
身
の
一
途
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
基
本
的
に
は
、
内
藤
湖
南
の
い
う
よ
う
に
、
「
兵
は
門
閥
よ
り
出
で
ず
、
門
聞
は
兵
に

@
 

な
ら
ず
、
兵
は
庶
民
の
低
き
階
級
の
も
の
の
み
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
勢
力
が
落
ち
込
ん
だ
」
の
で
あ
る
。
そ
し
て
責
巣
の
範
以
後
は、

宗
室

・

297 



298 

貴
族
の
轄
身
の
例
も
皆
無
と
な
り
、
も
つ
ば
ら
無
名
の
人
び
と
が
軍
閥
と
し
て
政
治
の
柄
を
握
る
の
で
あ
る
。

安
史
の
能
以
後
に
お
い
て
園
家
聞
に
義
兄
弟
関
係
が
結
ば
れ
る
の
は
、

こ
の
よ
う
な
欣
況
を
ふ
ま
え
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
身

@
 

劃
等
に
し
て
友
好
的
な
関
係
を
意
味
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
現
実
に

分

・
出
自
に
か
か
わ
り
な
く
政
治
権
力
を
捨
う
人
び
と
の
聞
に
結
ば
れ
る
、

は
こ
の
同
盟
関
係
は
瞬
時
に
し
て
解
践
し

一
方
が
他
を
併
呑
す
る
結
果
と
な
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
が
、
少
く
と
も
そ
の
建
前
に
お
い
て

は
、
針
等
と
友
好
を
う
た
う
も
の
で
あ
っ
た
。

中
原
王
朝
と
周
遊
民
族
の
首
長
の
聞
に
結
ば
れ
る
義
兄
弟
同
盟
も
、
こ
の
よ
う
な
身
分
水
卒
化
の
す
が
た
と
し
て
理
解
し
得
る
。
さ
き
に
も

述
べ
た
よ
う
に
、
唐
前
牢
期
の
講
師
胤
鐙
制
は
、

周
逸
民
族
の
首
長
を
中
園
風
の
貴
族
官
僚
集
圏
の
な
か
に
組
み
入
れ
る
役
割
を
果
し
た
。
し
か

し
そ
の
唐
風
化
さ
れ
た
部
族
貴
族
制
は
、
諸
民
族
に
よ
っ
て
異
な
る
経
緯
を
た
ど
り
つ
つ
|
|
い
ま
は
そ
れ
に
つ
い
て
詳
述
す
る
い
と
ま
は
な

い
が
|
|
強
大
な
統
一
遊
牧
帝
園
へ
と
嬰
身
し
て
ゆ
く
の
で
あ
っ
て
、

ウ
イ
グ
ル
も
契
丹
も
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
例
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

か
く
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て
、
中
原
王
朝
と
の
封
等
性
が
生
れ
、
雨
者
の
聞
の
友
好
同
盟
は
、

義
兄
弟
関
係
に
よ
っ
て
保
誼
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
第

I
類
に
属
す
る
園
家
乃
至
政
治
集
圏
聞
の
義
兄
弟
関
係
に
よ
る
同
盟
が
、

貴
族
制
祉
舎
を
乗
り
こ
え
て
ゆ
こ
う
と
す
る
場
に
成
立

し
た
こ
と
を
論
じ
て
来
た
。
第

E
類
も
ま
た
、
貴
族
制
祉
舎
の
内
部
に
進
行
す
る
身
分
的
水
卒
化
運
動
の
一
つ
の
表
れ
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

こ
の
類
に
は
、
門
望
と
政
治
的
権
勢
の
相
互
補
完
関
係
と
し
て
結
ば
れ
る
例
が
目
立
ち
、

そ
れ
は
前
者
か
ら
政
治
上
の
寅
穫
が
去
り
つ
つ
あ
る

こ
と
を
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
貴
族
の
祉
曾
的
名
撃
は
な
お
依
然
と
し
て
根
強
い
も
の
が
あ
り
、

後
者
に
と
っ
て
名
門
と
譜

系
を
通
ず
る
こ
と
が
と
く
に
重
要
で
あ
っ
て
、

そ
の
よ
う
な
場
合
は

個
人
聞
の
義
兄
弟
結
合
よ
り
む
し
ろ
家
同
士
の
合
族
関
係
が
問
題
に
な

っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
す
で
に
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
。

し
か
し
、
第

E
類
に
な
る
と
、
個
人
の
資
質

・
能
力

・
志
向
な
ど
が
動
機
と
な
る
。

こ
れ
は
身
分
的
水
卒
化
蓮
動
の
一
一
層
進
化
し
た
す
が
た

第

E
類
中
、
門
墓
を
相
手
に
逼
譜
す
る
例
が
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
唐
代
前
半
期
ま
で
に
多
く
見
ら
れ
る
の
と
封

照
的
に
、
こ
ち
ら
は
唐
後
牢
期
以
降
に
屡
見
す
る
。
無
名
の
武
人
た
ち
の
聞
に
結
ば
れ
る
義
兄
弟
結
合
が
、
し
ば
し
ば
政
治
権
力
樹
立
へ
の
協

を
示
し
て
い
る
と
言
う
ベ
く
、



ぐ
こ
と
が
あ
り
う
る
。

同
盟
制
を
形
づ
く
っ
た
こ
と
は
、
前
に
見
た
と
お
り
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、

回
額
ら
と
事
を
起
し
て
准
南
を
得
、

こ
う
し
て
、
第
E
類
と
第
I
類
と
の
聞
を
、
あ
る
種
の
循
環
的
な
論
理
が
つ
な

呉
園
を
作
り
上
げ
た
(第
皿
類
〉
楊
行
密
は
、
そ
の
後
楚
の
馬
肢
と

義
兄
弟
関
係
を
結
ん
で
(
第
I
類
)
、
朱
全
忠
と
劉
抗
し
よ
う
と
し
た
、
と
い
う
が
如
き
で
あ
る。

一
般
化
し
て
言
え
ば
、
身
分
・
出
自
を
越
え

た
個
人
聞
の
盟
約
が
新
興
園
家
の
形
成
を
基
礎
づ
け
、

か
く
し
て
生
れ
た
諸
園
家
の
同
盟
関
係
と
し
て
、

義
兄
弟
関
係
が
一
ま
わ
り
大
き
く
横

大
再
生
産
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
第
I
類
と
第

E
類
と
は
、
個
人
レ
ベ
ル
か
圏
家
レ
ベ
ル
か
の
相
違
だ
け
で
あ

っ
て
、
本
質
的
に

は
嬰
り
が
な
い
の
で
あ
る
が
、
ま
だ
権
力
を
掌
握
し
て
い
な
い
だ
け
に
、
第
E
類
の
例
の
方
に
、
よ
り
純
粋
な
員
情
の
流
れ
を
見
る
こ
と
は
で

@
 

き
る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、

第
E
類
が
車
に
個
人
聞
の
友
愛
関
係
に
と
ど
ま
ら
ず
、

結
社
化
す
な
わ
ち

集
圏
化
の
傾
向
を
帯
び
て

ゆ
く
場
合
の
あ
る
こ
と
は
、
既
成
権
力
へ
の
重
大
な
脅
威
と
な
る
。
後
世
、
清
朝
政
府
が
個
人
聞
の
義
兄
弟
盟
約
そ
の
も
の
さ
え
厳
禁
し
た
の

@
 

も
、
そ
の
た
め
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

四

義
兄
弟
結
合
と
偲
父
子
結
合

- 51ー

義
兄
弟
結
合
を
貴
族
制
祉
舎
の
解
鐙
過
程
に
お
け
る
新
し
い
人
的
結
合
様
式
と
考
え
る
こ
と
は
、
決
し
て

不
嘗
で
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
こ
れ
と
偲
父
子
結
合
と
の
関
わ
り
は
、
ど
う
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

以
上
の
よ
う
に
大
観
し
て
き
て
、

ま
ず
義
兄
弟
関
係
を
結
ぶ
場
合
、
そ
の
擬
制
家
族
的
関
係
は
、
嘗
人
同
士
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
族
に
ま
で
及
ぶ
こ
と
が
考
え
ら
れ

る
。
た
と
え
ば
、
安
史
の
飽
中
に
お
け
る
ウ
イ
グ

ル
葉
護
可
汗
H
贋
卒
王
仮
の
場
合
、
葉
護
可
汗
が
倣
の
長
子
潅
王
遁
〈
後
の
徳
宗
〉
に
曾
見
し

た
と
き
、
可
汗
は
薙
王
に
、
奔
舞
し
て
叔
姪
の
躍
を
執
る
こ
と
を
要
求
し
た
。
し
か
し
仮
は
こ
の
時
す
で
に
即
位
し
て
い
た
の
で
〈
代
宗
)、
臣

下
の
薬
子
昂
が
、

「
薙
王
天
子
長
子
、
今
震
元
帥
、
安
有
中
園
儲
君
向
外
園
可
汗
奔
舞
乎
」

と
い
っ
て
八
方
防
衛
に

つ
と
め
た
の
で
、
可
、汗
も

@
 

よ
う
や
く
こ
の
要
求
を
取
り
下
げ
た
。
し
か
し
、
兄
の
子
は
弟
に
と
っ

て
は
姪
で
あ
る
と
い
う
ウ
イ
グ
ル
側
の
論
理
は
筋
が
通
っ
て
い
る
。
後

299 

唐
荘
宗
李
存
晶
が
契
丹
の
後
援
を
籍
ら
ん
と
し
て
叔
父
を
以
て
耶
律
阿
保
機
に
事
え
、
叔
母
を
以
て
述
律
皇
后
に
事
え
た
の
は
、
李
克
用
H
耶
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@
 

律
阿
保
機
の
兄
弟
関
係
を
敷
街
し
た
結
果
で
あ
る
。
西
規
の
子
謹
は
唐
遂
に
封
し
、
子
孫
に
弟
姪
の
敬
を
行
わ
し
め
、
唐
代
、

僕
固
懐
恩
と
中

宮
路
奉
先
の
例
に
お
い
て
、
懐
恩
の
母
は
奉
先
の
蕉
心
を
責
め
た
の
ち
、
「
前
事
勿
論
、
自
今
母
子
兄
弟
如
初
」
と
言
っ
て
奮
事
を
水
に
流
し

て
酒
宴
を
張
っ
た
。
楊
行
密
リ
田
額
の
場
合
で
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。
雨
者
は
の
ち
不
和
と
な
り
つ
い
に
行
密
は
回
額
を
攻
殺
す
る
の
で
あ

る
が
、
額
の
年
老
い
た
母
だ
け
は
こ
れ
を
赦
し
、

諸
子
に
命
じ
て
子
孫
の
躍
を
以
て
仕
え
し
め
た
と
い
う
。

こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
す
れ
ば
、
義
兄
弟
結
合
は
必
然
的
に、

偲
父
(
母
)
子
、

偲
叔
姪
等
々
の
関
係
に
嬢
延
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。

つ
ま

り
同
輩
闘
係
か
ら
世
代
を
異
に
す
る
擬
制
家
族
関
係
へ
と
損
が
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
偲
父
子
結
合
か
ら
逆
に
、
同
輩
聞
係
を
生

み
出
す
こ
と
も
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
唐
末
、
宮
官
楊
復
恭
が
李
順
節
と
戦
っ
て
輿
元
府
に
趨
っ
た
さ
い
、
輿
元
節
度
使
揚
守
亮
は
、

「
諸
守
義
兄

@
 

弟
」
を
糾
合
し
て
李
順
節
討
伐
の
軍
を
興
し
た
と
あ
る
。
楊
守
亮
は
復
恭
の
従
兄
楊
復
光
の
恒
子
で
あ
り
、
復
恭

・
復
光
の
債
子
た
ち
は
多
く

@
 

「守
」
字
を
と
っ
て
名
前
と
し
、

数
十
人
が
牧
守
将
帥
と
し
て
長
安
附
近
に
布
列
し
て
い
た
。

「
諸
守
義
兄
弟
」
と
あ
る
の
は
こ
れ
ら
の
人
び
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と
を
稽
し
た
も
の
で
、

つ
ま
り
眠
子
た
ち
同
士
の
関
係
も
嘗
時
義
兄
弟
と
み
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
場
合
、
相
互
の
聞
に
は
序
列
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
朱
全
忠
の
偲
子
の
う
ち
朱
友
謙
と
朱
漢
賓
は
、
前
者
が
年
長
だ
と
い
う
の
で
、

漢
賓
は
こ
れ
に
兄
事
し
向
。
ま
た
、
前
萄
王
建
の
偲
子
王
宗
倍
は
諸
俵
子
の
う
ち
最
年
長
で
、

且
つ
功
を
侍
ん
で
専
権
鯖
一
迩
で
あ
っ
た
の
で
、

@
 

建
は
こ
れ
を
殺
し
た
の
で
あ
っ
た
。

貫
子
と
恒
子
の
聞
も
、
共
通
の
父
を
も
っ
以
上
、
嘗
然
義
理
の
兄
弟
関
係
に
あ
る
。
李
克
用
の
俵
子
で
あ
っ
た
李
嗣
昭
の
子
纏
揺
が
敵
方
の

後
梁
に
降
っ
て
臣
従
す
る
と
、
克
用
の
寅
子
存
晶
(
の
ち
の
後
唐
荘
宗
)
は
、
「
吾
兄
(
嗣
昭
を
指
す
)
不
幸
生
此
棄
損
」
と
言
っ
て
い
旬
。
さ
ら

に
、
賀
子
と
慣
子
を
交
え
た
兄
弟
集
圏
全
鐙
の
聞
に
一
定
の
序
列
が
設
け
ら
れ
た
例
も
見
ら
れ
る
。
朱
全
忠
の
長
子
榊
王
友
裕
は
若
死
し
た
の

で
、
そ
の
あ
と
を
誰
が
襲
う
か
が
問
題
と
な
る
が
、

残
っ
た
兄
弟
は
、
質
子
・
偲
子
の
匡
別
な
く
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

「次
偲

子
博
王
友
文
、
帝
特
愛
之
、
常
留
守
東
都
、
乗
建
昌
宮
使
、
次
副
王
友
珪
、
其
母
宅
州
営
偶
也
、
矯
左
右
控
鶴
都
指
揮
使
、
次
均
王
友
貞
篤
東

都
馬
ー
歩
都
指
揮
使
、
云
々
判
。
そ
し
て
友
文
、
友
珪
、
友
貞
は
、
友
文
が
恒
子
で
あ
り
、
後
の
二
人
が
寅
子
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
に
は
そ
れ
ら



を
取
り
交
ぜ
て
序
列
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

右
に
は
朱
全
忠
は
偲
子
の
友
文
を
特
に
愛
し
た
と
あ
り
、
か
れ
は
寅
子
よ
り
も
偲
子
の
方
に
信
頼
を
置
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

代
史
』
義
見
俸
の
「
親
疏
之
理
反
其
常
」
と
い
う
情
況
を
思
わ
せ
る
。
寅
子
と
保
子
の
聞
に
も
、
愛
惜
さ
ま
ざ
ま
の
感
情
が
流
れ
た
。
南
唐
の

ま
さ
に

『
新
五

創
始
者
李
昇
(
徐
知
詰
)
は
は
じ
め
楊
行
密
の
偲
子
で
あ
っ
た
が
、

@
 

恒
子
と
し
た
。
温
の
も
と
で
も
、
温
の
子
知
訓
・
知
詞
は
か
れ
に
躍
を
量
さ
な
か
っ
た
が
、

@
 

と
い
う
。

楊
氏
の
諸
子
に
容
れ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
、

行
密
は
徐
温
に
頼
ん
で
そ
の

季
弟
の
知
諌
は
、
兄
の
雄
を
以
て
こ
れ
に
仕
え
た

一
方
、
恒
子
の
方
で
も
貧
子
を
傘
重
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
闘
王
王
審
知
の
貰
子
延
翰
は
諸
弟
を
疏
外
し
た
の
で
、
審
知
の
賀
子
延
鈎
と
偲

子
延
菓
は
協
同
し
て
延
翰
を
亡
ぼ
し
た
が
、
年
長
の
延
一
粟
は
貫
子
の
延
鈎
を
立
て
、
「
善
縫
先
志
、
現
煩
老
兄
復
来
」
と
言
い
残
し
て
引
き
上
げ

た
。
こ
の
言
葉
は
取
り
よ
う
に
よ
っ
て
は
将
来
両
者
の
聞
に
争
い
が
起
る
こ
と
を
預
言
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

果
し
て
再
び
戦
端
が
聞
か
れ
、

@
 

「
予
不
能
繕
先
志
、
果
煩
老
兄
復
衆
」
と
。

以
上
要
す
る
に
、
侵
子
同
士
の
関
係
お
よ
び
偲
子
と
賀
子
と
の
開
係
は

い
ず
れ
も
兄
弟
関
係
と
み
な
さ
れ
た
こ
と
が
分
る
。
つ
ま
り
偲
父
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延
鈎
は
延
棄
を
捕
え
て
殺
し
た
。
延
鈎
の
そ
の
時
の
言
葉
に
い
う
。

子
結
合
は
、
皐
に
父
と
子
の
タ
テ
の
結
合
の
み
な
ら
ず
、

第
二
次
的
に
兄
弟
関
係
と
し
て
ヨ
コ
の
贋
が
り
へ
披
延
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
が
、
こ

れ
を
さ
き
に
見
た
義
兄
弟
結
合
の
タ
テ
へ
の
敷
街
と
併
せ
考
え
る
と
、
嘗
時
の
擬
制
血
縁
的
結
合
開
係
は
、

か
な
り
複
雑
な
網
の
目
を
織
り
成
し
て
い
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。

偲
父
子
結
合
と
義
兄
弟
結
合
と
に

よ
っ
て
、

タ
テ

・
ヨ
コ
に
、

そ
し
て
そ
の
擬
制
血
縁
的
な
関
係
の
麿
が
り

が
、
貴
族
制
枇
舎
の
身
分
的
閉
鎖
性
と
は
封
照
的
性
格
に
あ
る
こ
と
も
、

ほ
ぼ
確
貫
で
あ
ろ
う
。

」
の
よ
う
な
開
放
さ
れ
た
人
間
関
係
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
来
た
よ
う
に
、

と
く
に
武
人
の
世
界
に
お
い
て
顛
著
で
あ
っ
た
よ
う
に
お
も
わ
れ

さ
ら
に
そ
れ
は
藩
鎖
内
部
の
人
間
関
係
を
律
し
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
河
朔
三
鎮
の

一つ

で
あ
る
貌
博
軍
に

つ
い
て
、
「
貌
之
牙
中
軍
者
:
:
:
皆
豊
給
厚
賜
、
不
勝
騎
寵
、
年
代
寝
遠
、
父
子
相
襲
、
親
黛
謬
固
:
:
:
饗
易
主
帥
、
有
同
児
戯
」

と
あ
る

@
 

が
、
こ
の
「
親
業
腹
固
」
の
な
か
に
、
こ
う
し
た
擬
制
血
縁
的
契
機
も
含
ま
れ
て
は
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

る
が
、
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き
に
見
た
果
少
誠
H
果
少
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よ
う
に
お
も
う
の
で
あ
る
。

陽
の
親
交
が
最
初
貌
博
の
軍
中
で
結
ば
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、

こ
の
よ
う
な
推
測
も
あ
な
が
ち
不
嘗
と
は
言
え
な
い

そ
れ
は
と
も
か
く
も
、
本
稿
を
草
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
た
歴
史
の
感
燭
は
、

六
朝
末
か
ら
五
代
に
至
る
数
世
紀
の
聞
に
、
貴
族
制
社
舎
の

身
分
的
閉
鎖
性
を
超
え
て
、
民
衆
の
ひ
ろ
び
ろ
と
し
た
世
界
が
歩
一
歩
切
り
拓
か
れ
て
レ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
黙
で
あ
る
。
そ
し
て
そ

こ
に
お
け
る
擬
制
家
族
的
結
合
は
、
こ
う
し
た
世
界
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
あ
え
て
言
え
ば
、
か
れ
ら
は
家
族
の
観
念
に
託
し
て
、
新

か
と
い
う
気
さ
え
す
る
の
で
あ
る
。
少
く
と
も
、

し
い
世
界
の
友
愛
関
係
を
模
索
し
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
風
に
フ

ラ
タ

1
一一
テ
ィ
と
表
現
し
て
も
差
し
支
え
な
い
の
で
は
な
い

そ
れ
が
家
族
の
観
念
に
依
存
し
て
い
る
か
ら
と
言
っ
て
、
こ
れ
を
古
い
家
父
長
制
の
延
績
と

見
る
必
要
は
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
掘
り
下
げ
て
考
究
す
べ
き
黙
は
も
と
よ
り
多

h々

蔑
さ
れ
て
い
る
が
、

批
正
を
請
う
次
第
で
あ
る
。

註①

「支
那
近
世
史
」

九
年
、
三
七
四
頁
。

②

『
中
園
中
世
祉
舎
と
共
同
種
』
、
図
書
刊
行
舎
、
一
九
七
六
年
、

第
l

部
、
第
1
章
中
園
枇
舎
と
封
建
制
、
布
目
潮
混
・
栗
原
盆
男
著
『
階
唐

帝
図
』
書
評

『名
古
屋
大
拳
東
洋
史
研
究
報
告
』
三
、
「
惰
唐
政
治
史
に

闘
す
る
一
一
一
一
一
の
問
題
|
|
と
く
に
古
代
末
期
設
を
め
ぐ
っ
て
|

|
」
『
東

洋
史
研
究
』
一一一四
l
三
。

③

栗
原
盆
男
「
厨
五
代
の
俵
父
子
的
結
合
の
性
格
|
|
主
と
し
て
藩
帥
的

支
配
権
力
と
の
関
連
に
お
い
て
|
|
」
『
史
皐
雑
誌
』
六
二
六
、
に
は
、

宋
代
頃
に
は
俵
父
子
結
合
が
消
滅
し
、
そ
れ
に
代
っ
て
擬
制
兄
弟
的
結
合

が
み
ら
れ
る
と
い
う
趣
旨
の
こ
と
を
述
べ
る
が
、
唐
以
前
か
ら
父
子
・
兄

『
内
藤
湖
南
全
集
』
第
十
巻
、

筑
摩
書
房
、

一
九
六

一
先
ず
私
見
を
述
べ
て
大
方
の
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弟
の
擬
制
関
係
が
並
行
し
て
行
わ
れ
た
こ
と
は
本
文
に
述
べ
る
通
り
で
あ

る
。
ま
た
相
田
氏
が
義
兄
弟
結
合
の
早
い
例
を
宋
太
租
の

「
義
社
兄
弟
」

(
後
述
)
あ
た
り
に
置
い
て
い
る
の
も
、

時
期
的
に
遅
い
よ
う
に
思
う
。

あ
え
て
言
え
ば
、
義
兄
弟
結
合
は
、
中
園
杜
舎
の
基
本
構
成
が
血
縁
原
理

を
失
っ
て
か
ら
、
非
貴
族
的
、
庶
民
的
部
分
に
脈
々
と
存
績
し
て
き
た
と

い
う
の
が
本
稿
の
考
え
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
特
に
本
稿
で
取
り
上
げ
た
時

代
以
降
に
願
在
化
し
た
と
考
え
ら
れ
る。

な
お
次
註
④
参
照
。

④
義
兄
弟
的
友
愛
関
係
は
北
朝
末
以
前
に
も
散
見
す
る
。
三
園
時
代
、
劉

備
と
関
沼

・
張
飛
と
の
関
係
は
最
も
有
名
で
あ
る
。
「
先
主
篤
卒
原
相
、

以
弱
飛
魚
別
部
司
馬
、
分
統
部
曲
、
先
主
奥
二
人
、
疲
則
向
林
、
恩
若
兄

弟
、
而
調
人
出陣
坐
、
侍
立
総
日
、
筒
先
主
周
旋
、
不
遊
銀
険
」
(『
三
園



士
山
』
窃
志
巻
六
開
務
停
)
、
「
少
輿
弱
倶
事
先
主
、
初
年
長
数
歳
、
飛
兄

事
之
」
〈
向
上
張
飛
停
〉
。
同
時
代
の
公
孫
現
に
つ
い
て
も
、
「
所
寵
遇
積

怒
者
、
類
多
庸
見
、
若
故
卜
数
師
劉
絡
蓋

・
販
緒
李
移
子
・
買
人
幾
何
嘗

等
三
人
、
輿
之
定
兄
弟
之
誓
、
自
貌
鴛
伯
謂
、
三
人
者
震
仲
叔
季
、

富
皆
E

億
、
或
取
其
女
、
以
配
己
子
、
常
稽
古
者
曲
周
濯
嬰
之
属
以
饗
也
」
(『三

園
志
』
貌
志
巻
八
本
傍
注
引
英
雄
記
〉
と
あ
り
。
な
お
こ
の
箇
僚
の
上

文
に
は
公
孫
現
が
衣
冠
の
子
弟
を
抑
慶
し
た
こ
と
を
記
す
。
ま
た
南
朝
で

も
梁
の
武
帝
が
沼
雲
に
兄
事
し
(
『
梁
垂直』

巻
十
三
泡
雲
俸
)
、
東
貌
で
は

高
欲
が
漢
人
貴
族
高
乾
と
同
帳
し
て
寝
ね
、
叔
父
と
呼
び
(
『
北
史
』
巻

一
一
二
高
乾
惇
〉
、
ま
た
功
臣
高
隆
之
と
兄
弟
関
係
(
一
一
読
に
従
兄
弟
関
係

と
い
う
)
を
結
ん
だ
(
向
上
巻
五
四
高
隆
之
停
)
。
し
か
し
ど
ち
ら
か
と
言

え
ば
、
義
兄
弟
結
合
は
、
貴
族
制
の
愛
達
し
た
南
朝
よ
り
も
、
北
族
的
気

風
の
濃
い
北
朝
で
履
行
し
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
『
顔
氏
家
訓
』
巻
二

風
操
篇
に
は
、
北
朝
の
人
び
と
が
安
易
に
義
兄
弟
関
係
を
結
ぶ
こ
と
を
批

判
門
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
四
海
之
人
、
結
信
用
兄
弟
、
亦
何

容
易
、
必
有
志
均
義
敵
令
終
如
始
者
、
方
可
議
之
、
一
爾
之
後
、

命
子
奔

伏
、
呼
信
用
丈
人
、
申
父
友
之
敬
、
身
事
彼
親
、
亦
宜
加
躍
、
比
見
北
人
、

甚
軽
此
節
、
行
路
相
逢
、
便
定
昆
季
、
望
年
観
貌
、
不
揮
是
非
、
至
有
結

父
魚
兄
、
託
子
負
弟
者
」
。

⑤

『
奮
唐
室
田
』
巻
五
五
一
品
開
道
停
。
な
お
、

古同
開
道
は
義
見
数
百
人
を
養

っ
て
親
兵
と
し
て
い
た
こ
と
で
も
有
名
で
あ
る
。

⑤

『
資
治
通
鑑
』
巻
一
一
一
一
一
乾
元
二
年
三
月
壬
申
僚
、

二
五
上
逆
臣
・
安
慶
緒
俸
。

⑦
『
九
園
志
』
径
一
一
楚
、

未
係
。

『
新
唐
書
』
巻
二
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『
資
治
通
鑑
』
巻
二
六
四
天
復
三
年
四
月
乙

③
『
資
治
逼
鑑
』
巻
二
五
七
光
麿
三
年
十

一
月
辛
己
保
。

⑨
『
奮
五
代
史
』
巻
九
一
・
『
新
五
代
史
』
巻
四
六
繭
玉
建
立
停
、

治
通
鑑
』
巻
二
七
六
天
成
三
年
四
月
美
巳
僚。

⑮

『

奮

唐
書
』

巻
一
九
五
廻
絃
俸
。

⑬
『
資
治
遁
鑑
考
異
』
巻
二
八
所
引

『買
緯
備
史
』
。

⑫
『
資
治
逼
鑑
』
巻
二
八

O
天
一隠
元
年
五
月
甲
午
僚
。

⑬
『
資
治
通
鑑
』
巻
二
八

O
天
一踊
元
年
七
月
丁
未
練
。

⑬

『

貌

書』

巻
八

O
斜
斯
椿
俸
。

⑮

『

北

史
』
巻
一
一
一
六
醇
孝
遁
停
。

⑮

『

咳

除
叢
考
』
巻
一
一
一
一
認
族
に
は
、
こ
の
子
謹
H
唐
瑳
の
他
、

多
く
の

通
譜
・
合
族
の
例
を
翠
げ
て
い
る
。

⑫

『

奮

唐
書』

巻
八
一
李
敬
玄
停
。

⑬

『

醤

唐
書
』

各
八
二
李
義
府
停
。

⑫

同

右

。

@

『

奮

唐
書
』

巻
一
八
三
藤
懐
義
停
。

@

『

奮

唐
室田』

各
九
二
章
E
源
諸
問
。
な
お

「新
唐
書
』
巻
七
四
上
宰
相
世

系
表
に
よ
れ
ば
、
章
后
の
家
と
亘
源
の
家
と
は
い
ず
れ
も
東
谷
章
氏
と
い

わ
れ
る
門
流
に
属
す
る
が
、
す
で
に
西
耳
目
頃
か
ら
祖
先
を
異
に
し
て
い

ヲ
心
。

②
『
措
置
唐
書
』

巻
二
二
僕
固
懐
恩
俸
。

③

『

醤

唐
書』

巻
一
五
六
子
頗
停
。

⑧

『

奮

唐
室
田』

巻
五
六
杜
伏
威
博
・

輔
公
柘
傍。

③

『

惰
唐
嘉
話
』

上。

⑧
『
若
田
唐
書
』

巻
六
七
李
動
停
、
『
新
唐
書
』
巻
八
四
翠
雄
信
簿
。

②
『
資
治
通
鑑
考
異
』
各
一
占
ハ
所
引
『
刻
門
紀
税
』
。

『

資

- 55ー
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③
『
沓
唐
書
』
径
一
二
七
張
光
長
博
。

③
『
沓
唐
書
』
径
一
四

一
回
悦
侍
。

争

『

新
麿
書
』
径
一
二
四
奥
少
誠
体
。
た
だ
し

『
沓
唐
書
』
巻
一
四
五
の

本
市
博
で
は
、
こ
れ
と
や
や
異
な
り
、
奥
少
誠
の
父
の
朔
と
呉
少
陽
が
鶏
博

軍
中
で
友
愛
関
係
に
あ
り
、
の
ち
少
誠
が
少
陽
を
さ
が
し
求
め
て
堂
弟
と

し
た
と
記
し
て
い
る
。

③
『
摘
出
唐
書
』
巻

二
三
李
皐
停
。

②
『
新
唐
番
』
を
一
八
九
回
額
停
。
な
お
伊
藤
宏
明
「
准
南
藩
鎖
の
成
立
過

程

|
|
奥

・
南
唐
政
権
の
前
提
|
|
」

『名
古
屋
大
摩
東
洋
史
研
究
報
告
』

四
、
参
照
。

③
『
資
治
通
鑑
』
省
二
九
一
貸
順
二
年
九
月
・
同
巻
二
九
二
願
徳
三
年
二

月

・
『
資
治
通
鑑
考
異
』
巻一
一一
O
所
引
『
湖
湘
故
事
』
。

@
『
宋
史
』
巻
一
一
六

一
李
駒
場
停
。

③

那

波
利
貞
「
唐
代
の
社
邑
に
就
き
て
」

『
唐
代
社
倉
文
化
史
研
究
』
創

文
位
、
一
九
七
四
年
、
所
枚
。
な
お
那
波
博
士
は
こ
の
論
文
の
な
か
で
、

ベ
リ
オ
文
書
中
の

「
兄
弟
椋
帖
」
と
題
す
る
敦
爆
文
献
を
紹
介
し
て
お
ら

れ
る
が
、
中
晩
唐
時
代
義
兄
弟
関
係
が

一
般
民
衆
の
聞
に
も
普
及
し
た
こ

と
を
推
測
さ
せ
る
例
と
し
て
興
味
深
い
。

⑧
『
資
治
、
通
鑑
』
袋
二
六
六
開
卒
二
年
五
月
僚
に
、
「
〔
准
南
〕
副
都
統
朱

連
詣

〔殿〕

可
求
所
居
目
、
盛
年
十
六
七
、
町
横
文
摺
馬
、
衝
犯
大
敵
、

未
嘗
畏
慨
、

今
日
制
到
〔
左
牙
指
揮
使
張
〕
顔
、
不
究
流
汗
、
公
函
折
之
、

如
無
人
、
乃
知
路
一匹
夫
之
勇
、
不
及
公
選
突
、
因
以
兄
事
之
」
と
あ
り
。

③

「
兄
弟
之
闘
」
の
語
は
、
『
左
停
』
『
園
語
』
『
儀
躍
』
な
ど
に
も
散

見
す
る
。
丙
逃
夫
「
緯
兄
弟
之
図
粂
論
中
園
古
代
諸
父
的
構
謂

」

『
精
華
皐
報
』

新
二
経
第
二
期
、
参
照
。
な
お
丙
氏
に
よ
れ
ば
、
「
兄
弟

之
園
」
と
は
本
来
同
父
兄
弟
の
封
園
を
指
し
た
が
、
の
ち
協
調
延
し
て

「
同

姓
之
圏
」
を
表
わ
す
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

③

-内
藤
虎
次
郎
「
支
那
上
古
史
」
前
掲

『
内
藤
湖
南
全
集
』
第
十
を
、
九

O
頁。

③

『

史

記
』
巻
七
O
張
儀
列
簿
。

@

同

右

。

⑪

仁

井

田
殴

「
六
朝
よ
り
唐
初

の
身
分
的
内
婚
制
」

『
歴
史
皐
研
究』

九
|
八
。

@

拙

著

『世
界
帝
園
の
形
成
』
講
談
社、

一
九
七
七
年
、
拙
稿
「
東
ア
ジ

ア
世
界
形
成
期
の
史
的
構
造
」

唐
代
史
研
究
曾
編
『
階
唐
帝
園
と
東
ア
ジ

ア
世
界
』
汲
古
書
院
、
一
九
七
九
年
、
所
牧
。

⑬
拙
稿
「
武
后
朝
末
年
か
ら
玄
宗
朝
初
年
に
至
る
政
争
に
つ
い
て
|
|
唐

代
貴
族
制
研
究
へ
の
一
一
硯
角
」
『
東
洋
史
研
究
』

一
四
因
。

@

「

支
那
近
世
史
」
前
掲

『
内
藤
湖
南
全
集
』
第
十
巻
、

三
六
三
頁
。

@

「

兄

弟
之
園
」
の
閲
の
園
際
関
係
は
、
い
わ
ゆ
る
敵
園
抗
躍
に
よ
っ

た

も
の
で
あ
る
ら
し
い
。

『資
治
通
鑑
』
巻
二
九
二
願
徳
三
年
二
月
、
南
唐

か
ら
後
周
へ
遺
使
し
て
、
周
帝
に
兄
事
し
た
い
と
申
れ
入
た
こ
と
に
つ

き
、
胡
三
省
は
、
「
以
唐
主
猫
敢
抗
躍
、
欲
篤
兄
弟
之
園
也
」
と
解
穆
し

て
い
る
。
前
述
の
史
思
明
日
安
慶
絡
の
場
合
も
、
完
全
に
封
等
な
関
係
を

前
提
と
し
て
い
る。

⑬
『
資
治
通
鑑
考
異
』
巻
一
六
所
引
の

『
繭
門
紀
鋭
』
に
よ
れ
ば
、
七
六

一
年
(
上
元
二
〉
五
月
、
史
朝
義
は
部
将
の
李
懐
仙
を
遣
っ
て
泡
陽
を
手

に
入
れ
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
沼
陽
は
高
絢
仁
が
守
っ
て
い
る
の
で
、
僚

仙
は
欝
を
卑
う
し
て
義
兄
弟
の
約
を
結
び
、
共
に
沼
陽
地
方
を
守
っ
て
主

君
を
助
け
よ
う
で
は
な
い
か
と
提
案
し
た
。
鞠
仁
が
こ
れ
を
信
じ
て
少
し
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く
信
網
を
ゆ
る
め
た
と
こ
ろ
を
懐
仙
は
襲
っ
て
捕
殺
す
る
と
い
う
経
緯
で
あ

る
が
、
個
人
聞
の
義
兄
弟
結
合
が
つ
ね
に
政
略
的
な
も
の
で
あ
っ
た
な
ら

ば
、
鞠
仁
の
こ
の
悲
劇
は
起
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
高
鞠

仁
は
高
如
震
と
共
に
義
兄
弟
の
辛
高
年
の
生
命
を
救
っ
た
人
物
で
あ
る

(
前
出
〉
。

@
『
嘉
慶
大
清
曾
典
』
巻
四
二
刑
部
。

⑬
『
資
治
通
鑑
』
巻
二
二
二
質
感
元
年
十
月
丙
寅
候
。

⑬
『
資
治
遁
鑑
』
巻
二
六
九
貞
明
二
年
十
二
月
燦
及
び
同
僚
胡
三
省
注
。

@
『
奮
唐
書
』
巻
一
八
四
宣
官
・
楊
復
恭
停
。

@
矢
野
主
税
「
唐
代
に
於
け
る
俵
子
制
に
つ
い
て
」
庚
島
文
理
科
大
皐
史

拳
科
数
室
編
『
史
皐
研
究
記
念
論
叢
』
所
牧
、
参
照
。

@
『
新
五
代
史
』
巻
四
五
朱
漢
賓
油
開
。

@
『
資
治
遁
鑑
』
巻
二
六
六
閲
卒
二
年
二
月
甲
辰
及
び
三
月
己
亥
僚
。
な

お
『
新
五
代
史
』
各
六
三
前
易
世
家
、
参
照
。

@
『
資
治
通
鑑
』
巻
二
七
二
同
光
元
年
八
月
壬
申
僚
。

@
『
資
治
通
鑑
』
巻
二
六
八
乾
化
二
年
六
月
丁
丑
僚
。

@
『
新
五
代
史
』
巻
六
二
南
唐
世
家
。

@
『
資
治
通
鑑
』
巻
二
七

O
貞
明
四
年
六
月
笑
卯
篠
。

③
『
新
五
代
史
』
巻
六
八
闘
世
家
。

@
『
嘗
唐
書
』
巻
一
八
一
薙
弘
信
俸
。

305 

〔
附
記
〕
脱
稿
後
て

二
つ
け
加
え
る
べ
き
事
柄
に
気
附
い
た
の
で
、
左

に
補
足
し
て
お
き
た
い
。
そ
の
一
つ
は
、
一

O
世
紀
、
婦
義
軍
節
度
使
と
ウ

イ
グ
ル
可
汗
と
の
聞
に
父
子
・
兄
弟
・
男
甥
の
関
係
が
結
ば
れ
た
こ
と
が
、

敦
短
文
献
に
よ
っ
て
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
本
文
の
分
類
の
第
I
類
に
属

す
る
が
、
さ
ら
に
土
肥
義
和
氏
に
よ
れ
ば
、
第
E
類
に
入
れ
る
べ
き
義
兄
弟

契
も
夜
見
さ
れ
て
お
り
、
他
日
氏
に
よ
っ
て
専
論
さ
れ
る
と
の
こ
と
で
あ
る

の
で
、
こ
れ
を
期
待
し
た
い
(
土
肥
義
和
「
錦
義
軍
(
唐
後
期
・
五
代
・
宋

初
)
時
代
」
榎

一
雄
編
『
講
座
敦
煙
2

敦
爆
の
歴
史
』
、
一
九
八

O
年
、
大

東
出
版
社
、
所
収
〉
。
そ
の
二
つ
は
、
本
文
に
書
き
も
ら
し
た
が
、
唐
の
武

徳
七
年
、
東
突
師
側
突
利
可
汗
と
秦
王
李
世
民
と
の
開
に
兄
弟
の
盟
約
が
結
ぼ

れ
た
事
貧
で
あ
る
(
『
奮
唐
書
』
巻

一
四
四
上
、
『
新
唐
書
』
巻
一
二
五
上
雨

突
蕨
俸
)
。
こ
の
盟
約
の
背
後
に
は
突
殿
内
部
の
事
情
も
あ
る
が
、

基
本
的

に
は
、
階
朝
の
冊
封
支
配
を
脱
し
て
強
盛
化
し
た
東
突
蕨
に
到
し
て
、

唐
側

が
安
協
を
園
っ
て
敵
闘
関
係
に
甘
ん
じ
た
、
そ
の
結
果
で
あ
る
と
理
解
し
た

い
。
護
雅
夫
「
突
蕨
と
惰
・
唐
雨
王
朝
」

『古
代
ト
ル
コ
民
族
史
研
究
I
』

山
川
出
版
社
、
一
九
六
七
年
、
所
枚
、
参
照
。
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the economic forces of the ruler, and (iii) the military reorganization of

society,were the same politicians-philosopherswho were later called the

“legalists”（か一砿必法家）．

THE SWORN BONDS OF MUTUAL ALLEGIANCE FROM

　　

THE PERIOD OF THE NORTHERN DYNASTIES TO

　　　　　

THE PERIOD OF THE FIVE DYNASTIES

　　　　　　　　　　　　

Tanigawa Michio

　　

Under which personal bonds did the people of　China live in the

transition period while the process of dissolution of the aristocratic system

was taking place ？ The artificial father-son bond which often appears in

the periods of the Sui 隋, T'ang唐and the Five Dynasties (yj'u-tai五代）

is one clue which throws light on this problem, but one should also con･

sider the sworn bonds of mutual brotherhood （ｔ-ｆｌＳｌＭＪｌｇ-ｔi義兄弟),another

type of arti五cial family bond. This article gives some examples of sworn

brotherhood bonds during the period from the Northern Dynasties （？＆

ｃＪｉ’ａｏ北朝）tｏthe Five Dynasties, and ｅχamines their historical meaning.

　　

These examples can be classified on the basis of the underlying motives

for the creation of the bonds, roughly into the following three groups :

(i) those concluded between representatives of the state and of the pre-

vailing political power to cement political alliances with each other, （ii）

those concluded with the aim of gaining the social reputation or political

influence which the other possessed, and (iii) those concluded on the basis

of sentiments of solidarity, mainly depending on personal character ；stem-

ming from obligation, respect or friendship.

　　

These bonds of brotherhood are　all phenomena which appeared as

the aristocratic society that held blood relationships in esteem collapsed.

Firstly, bonds of type （i）　were concluded between the military powers

which were formed within the country, and the ｕni丘ed nomadic states etc.

which appeared outside the frontiers. Bonds of group (ii) are phenomena

of ａ time during which the aristocratic class could ｎ０longer monopolize

political power but stillpossessed social reputation. Finally, bonds of type

(iii) were concluded particularly between military figures and ordinary

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－2－



people, including some cases where they formed societies which were

politically active. They were also the forerunners of the gangster groups

and secret societies which became prominent after the Sung 宋period｡

　　

In the bonds of sworn brotherhood （ａs in the case of the artificial

father-son relationship), the “ family ” relationships were ｅχtended　to

include all relatives of the persons concerned｡

　　

The bonds are illustrative, in ａ concrete way, of the popular society

which formed as the ｅχelusive character of the aristocratic society broke

down.

Ａ PARAGRAPH ON THE TRANSPORT OF OFFICIAL

　　　　　　　

GRAIN IN THE MING PERIOD

　　

The Problems of Channel Maintenancein the Area

　　　　　　　　　

around Ch'a-ch'eng(茶城)

　　　　　　　　　　　　

Tani Mitsutaka

　　

The transport of ｏ伍cial grain (tｓ'ａｏ-jy心漕運) during the Ming 明

period, especially during its latter half used ａ stretch of the Yellow River

between Hsii-chou 徐州and Huai-an淮安. Although this had advantages,

it also had one major weakness. The main channel of the Yellow River

in the eighth year of the Hung-chih 弘治period (1495) reached　down

to Hsiao-fu-ch'iao 小浮橋on the northeastern corner of Hsii-chou city,

where it was joined by the Ssu River 泗水(or the Ｃｈａ-tｓ'ａｏ閉漕).However,

in the last years of the Chia-ching嘉靖period (1522-1566) it only reached

Ch'a-ch'eng茶城, thirty li north of the city, and after the Lung-ch'ing 隆慶

(1567-1572) period this area became the ＣＯｎ丑uenceof the Yellow River

and the Cha-ts'ao. But every summer and autumn the increases　in the

amount of the reverse 丑ows resulted in intense silting of the junction,

which became ａ great obstacle for the passage of the transport ships｡

　　

In order to prevent this, new channels were dug in the neighbourhood

of Ch'a-ch'eng, separated from the old river. So, new artificialtributaries

were dug during the Wan-li 萬暦period (1573-1620).　They were : T'a-

shan塔山, dug by Shu Ying-lung 舒画龍in the early years ； and Yang-

shan羊山, dug by Ch'en Ying 陳瑛in the eleventh year (1583), which

- ３－


